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2015年 07月 15日発行 

～調査の「目的」と主な「調査内容」～ 

 2015年 4月に介護保険制度の一部改正と介護報酬改定が実施されましたが、この影響がみなさんやお

勤めの介護サービス事業所で、どのように生じているかを調査し、検証した上で必要な取り組みを行う

ことを目的とするものです。社会保障費用抑制のために、介護保険制度や介護報酬が、なし崩しに改悪

されれば、利用者やその家族にとって厳しい生活環境になりますし、サービス現場で働き、労働対価を

得る私たちにとっても生活に関わる大きな問題です。国などに意見・要望する際に、論拠となる調査結

果が必要ですし、みなさんの地域で議論する際にも全国的な状況などを知る資料となるものです。 

この調査へのご理解とご協力をお願いします。（介護部会長・佐保） 

介護報酬改定による影響調査を実施しています。調査へのご協力を！ 

●調査票（事業所用）の構成 

【基本データ】所属、組織、職員数など 

【1.処遇改善加算】処遇改善の状況など 

【2.離職者】離職者の状況など 

【3.訪問介護】生活援助の状況など 

【4.総合事業】総合事業実施の有無など 

【5.通所介護】職場の状況など 

【6.訪問・通所以外】報酬改定の影響など 

※調査票は、上記事業所用の他に各個人に対

する影響調査用があります。 

調査を通じて 
みなさんの声を反映させよう！ 
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倒 

7% 
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加算を受けていない理由 （訪問介護）生活援助時間の
区分変更への意見 

・時間区分の変更にあっては、

利用者の不満が極めて多い。そ

のニーズに対応すると全く収

入にならず、事業存続にも関わ

るほどの問題となる。結果、利

用者に妥協いただくしかない。 

・生活援助は身体介護と同様に

個々のライフスタイルに沿っ

た支援となるのに、報酬が少な

くなるのはおかしいと思う。 処遇改善加算：19.9％で加算を受けず

（前回） 

●前回（2012 年度）調査の結果（一部） 

回答数＝471件（うち未組織・未加盟 205件） 

 

 

                 あなたの職場では 

     介護職員処遇改善加算を申請していますか 

 2015年介護報酬改定は、全体で▲2.27％の改定率でした

が、これには介護職員処遇改善加算の充実分や重度者への

対応強化加算等を含めたものであり、これらを含まないと

▲4.48％の大幅なマイナス改定となります。ですので、勤

務されている法人が介護職員処遇改善加算、特に加算区分

Ⅰを取得しなければ、賃金アップは図れないどころか、次

期改定で不要とされ廃止になる恐れもあります。 

 未申請の場合は、申請を要求しましょう！ 
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 午前中は全体会で樋口恵子先生より「大介護時代

を乗り切る」と言うテーマで講演をいただきました。

大介護時代とは、ほとんどの全ての人が子どもまた

は配偶者として家族の介護に従事せざるを得ない時

代と言うことです。介護の期間が長期化するなかで、

仕事と介護を両立できる社会環境整備の必要性を感

じました。 

「医療、介護現場から考える地域包括ケアシステム」

の報告では、医療、介護の現場の方がそれぞれの立

場で地域包括ケアシステムについて考えていること

が分かりました。もっと情報を共有することが大切

だと思いました。 

 私は介護分科会で介護現場からの報告者の立場で

参加しました。4 月の介護報酬改正で、介護報酬が

2.27%引き下げられました。さらに、それに付随して

利用料の説明や契約内容の変更、事務作業の増加な

ど、介護労働者を取り巻く環境は厳しくなるばかり

です。8月から始まる介護サービス利用料の 2割負担

導入はさらに事務処理の煩雑化が予想されます。 

 集会で色々な人の話を聞いていて、 現場で矛盾に

感じていることを声にあげることが、労働環境改善

の第一歩だと感じました。（介護部会幹事・橋本） 

 集会終了後街宣アピール行動に秋葉原に移

動し、介護部会全国幹事として訪問介護の現場

から今回の報酬改定引き下げによる影響や慢

性的な人材不足、利用者に十分なサービスが行

きわたらない現状、保険外の報酬に含まれない

ボランティア的な要求もある現状を訴えた。働

くすべての者が安心して働き続け、サービスを

提供できるための処遇改善や政策実現が必要

であることを訴えて終了した。（介護部会幹

事・山田） 

安心と信頼の医療と介護 2015中央集会に参加して 

2015年 5月 16 日＠東京・東陽町イースト 21 
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いま、ここでがんばってます！ 

☆わたしの職場紹介☆ 
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皆
さ
ん
と
と
も
に
汗
を
か
き
ま
す
！

す
！ 

 
自
治
労
神
奈
川
県
本
部 

 

横
浜
公
共
サ
ー
ビ
ス
ユ
ニ
オ
ン
副
委
員
長 

N
PO

こ
と
ぶ
き
介
護
管
理
者 

梅
田
達
也 

  
NPO

こ
と
ぶ
き
介
護
は
、横
浜
の
寿
地
区
に

あ
り
ま
す
。
横
浜
の
観
光
地
、
元
町
・
中
華

街
の
す
ぐ
そ
ば
で
す
。
日
本
の
高
度
成
長
を

支
え
て
き
た
日
雇
労
働
者
の
街
・
寿
地
区
は

約
三
百
メ
ー
ト
ル
四
方
の
広
さ
で
、
約
一
二

〇
件
の
簡
易
宿
泊
所
に
約
六
三
〇
〇
名
の

方
々
住
ん
で
い
ま
す
。
昨
年
は
高
齢
化
率
が

五
一
％
を
超
え
ま
し
た
。 

 

こ
と
ぶ
き
介
護
は
自
治
労
の
組
合
員
有
志

が
二
〇
〇
三
年
に
た
ち
あ
げ
、
寿
地
区
に
住

ま
わ
れ
て
い
る
高
齢
・
障
害
の
利
用
者
の
方

へ
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
ケ
ア

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
・
ヘ
ル
パ
ー
が
三
六
名
所
属

し
、
三
四
名
は
正
規
職
員
で
す
。
自
治
労
横

浜
公
共
サ
ー
ビ
ス
ユ
ニ
オ
ン
と
ユ
ニ
オ
ン
シ

ョ
ッ
プ
制
を
と
り
全
員
組
合
員
で
す
。
行
政

や
地
域
団
体
、
訪
問
看
護
や
診
療
所
、
他
の

介
護
保
険
事
業
所
な
ど
と
、
顔
を
直
接
合
わ

せ
る
関
係
の
中
で
高
齢
者
や
障
害
者
が
一
人

暮
ら
し
で
安
心
し
て
く
ら
せ
る
よ
う
、
協
力

し
あ
い
な
が
ら
事
業
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。 

 


